
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
可撓性のシース内に軸線方向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤの先端に、上記シー
ス外においては自己の弾性によって自由状態に広がり、上記シース内に引き込まれること
によって窄まる弾性材からなる複数の異物捕獲腕が連結された内視鏡用異物回収具におい
て、
　上記異物捕獲腕の途中の部分に、上記シースの内周面に当接することにより上記異物捕
獲腕の先端部分を上記自由状態より大きく強制的に広げるように弾性変形する中間湾曲部
を形成 ことを特徴とす
る内視鏡用異物回収具。
【請求項２】
上記中間湾曲部は、上記異物捕獲腕が自由状態に広がった状態において滑らかな曲線で凸
状にカーブした形状に湾曲形成されている請求項１記載の内視鏡用異物回収具。
【請求項３】
上記各異物捕獲腕の上記中間湾曲部より先側の部分は、上記異物捕獲腕が自由状態に広が
った状態において上記シースの軸線と平行の向きに並んでいる請求項２記載の内視鏡用異
物回収具。
【請求項４】
上記操作ワイヤを基端側に牽引することにより、上記異物捕獲腕が上記先端部分まで完全
に上記シース内に引き込まれる請求項 記載の内視鏡用異物回収具。
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すると共に、上記各異物捕獲腕の先端部分を各々外方に折り曲げた

１、２又は３



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿通されて体腔内から異物等を回収するた
めに用いられる内視鏡用異物回収具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡用異物回収具は一般に、複数の把持腕材により異物等を外方から摘むようにして把
持回収するようになっている。
【０００３】
しかし、例えば歯冠等のような異物は、摘む動作では滑りやすくて安定した状態に把持し
難いので、本発明の発明者は、複数の異物捕獲腕が内側から広がるように動作する内視鏡
用異物回収具を先に発明して特許出願してある（特開平１１－３４６９９３号）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述の特開平１１－３４６９９３号には、操作ワイヤを押し込むことにより先端に設けた
リンク機構を駆動して異物捕獲腕を広げるようにした内視鏡用異物回収具や、シース内か
らシース外に押し出されると異物捕獲腕が自己の弾性によって広がるようにしたもの等が
記載されている。
【０００５】
しかし、異物捕獲腕を広げて異物を保持した状態を維持するためには、リンク機構によっ
て異物捕獲腕を広げるものでは手元側から操作ワイヤを押し込んだままの状態を保つ必要
があり、オペレータの手元操作が異物回収の途中で少しでも緩むと、異物を取り落として
しまうおそれがある。
【０００６】
また、異物捕獲腕が自己の弾性によって広がるようにしたものでは、弾性ワイヤ等によっ
て形成された異物捕獲腕が自然に広がろうとするバネ力だけしか異物保持力として作用し
ないので、保持力が不足して異物が滑り落ちてしまうことがある。
【０００７】
そこで本発明は、複数の異物捕獲腕が内側から広がるように動作する内視鏡用異物回収具
において、十分な異物保持力を持続的に得ることができる保持性能の優れた内視鏡用異物
回収具を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用異物回収具は、可撓性のシース内に軸線方
向に進退自在に挿通配置された操作ワイヤの先端に、シース外においては自己の弾性によ
って自由状態に広がり、シース内に引き込まれることによって窄まる弾性材からなる複数
の異物捕獲腕が連結された内視鏡用異物回収具において、異物捕獲腕の途中の部分に、シ
ースの内周面に当接することにより異物捕獲腕の先端部分を自由状態より大きく強制的に
広げるように弾性変形する中間湾曲部を形成したものである。
【０００９】
なお、中間湾曲部は、異物捕獲腕が自由状態に広がった状態において滑らかな曲線で凸状
にカーブした形状に湾曲形成されていてもよく、各異物捕獲腕の中間湾曲部より先側の部
分は、異物捕獲腕が自由状態に広がった状態においてシースの軸線と平行の向きに並んで
いてもよい。
【００１０】
また、各異物捕獲腕の先端部分が各々外方に折り曲げられていてもよく、操作ワイヤを基
端側に牽引することにより、異物捕獲腕が先端部分まで完全にシース内に引き込まれるよ
うにしてもよい。
【００１１】
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【発明の実施の形態】
図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図２及び図３は本発明の第１の実施例の内視鏡用異物回収具の先端部分を示している。
【００１２】
図示されていない内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される例えば四フッ化エチレン樹
脂製の可撓性チューブからなるシース１内には、操作ワイヤ２が軸線方向に進退自在に挿
通配置されていて、シース１の基端に連結された操作部（図示せず）において進退操作さ
れる。
【００１３】
操作ワイヤ２の先端には、弾性材である例えばステンレス鋼線材の単線からなる一対の異
物捕獲腕３が、連結管４を介して連結されている。異物捕獲腕３は軸線を挟んで１８０°
対称位置に配置されている。なお、異物捕獲腕３は素材として板材を用いてもよく、異物
捕獲腕３を三つ以上設けてもよい。
【００１４】
各異物捕獲腕３は基端が連結管４に固着されていて、シース１外にある自由な状態におい
ては、図２に示されるように、操作ワイヤ２に取り付けられたままの形状に自己の弾性に
よって広がり、操作ワイヤ２によってシース１内に引き込まれると、図３に示されるよう
に、弾性変形して窄まる。
【００１５】
各異物捕獲腕３の途中の部分には、シース１内に引き込まれたときにシース１の内周面に
当接する中間湾曲部３ａが形成されている。中間湾曲部３ａは、図２に示されるように、
各異物捕獲腕３が自由状態に広がった状態において滑らかな曲線で側方に凸状にカーブし
た形状に湾曲形成されている。
【００１６】
そして一対の異物捕獲腕３は、中間湾曲部３ａの先端部分において交差し、中間湾曲部３
ａより前方においては共にシース１の軸線と平行の向きに並んでいる。そして、異物捕獲
腕３の先端部分３ｂは略直角に外方に向けて折り曲げられている。
【００１７】
図３に示されるように、操作ワイヤ２が手元側に牽引されて異物捕獲腕３がシース１内に
引き込まれると、異物捕獲腕３は弾性変形して全体がシース１の内径寸法より小さい状態
に窄まり、先端部分３ｂがシース１の先端面にぶつかる位置まで移動する。
【００１８】
このように構成された内視鏡用異物回収具の異物捕獲腕３は、図１に示されるようにシー
ス１内に引き込まれた状態では、中間湾曲部３ａがシース１の内周面に当接してシース１
の内周面側から押されることにより弾性変形し、先端部分３ｂが強制的に自由状態より大
きく広げられる。
【００１９】
したがって、例えば歯冠１０等のような滑り易い異物であっても、異物捕獲腕３を内側か
ら広がろうとする途中の状態で係合させることにより、強い力で保持することができ、そ
の状態を維持するためには何の操作も必要としない。
【００２０】
なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、例えば図４に示されるように、異
物捕獲腕３の先端部分３ｂを短く形成して異物捕獲腕３がシース１内に完全に引き込まれ
るようにしてもよい。
【００２１】
また、例えば図５に示されるように、異物捕獲腕３の中間湾曲部３ａを大きく（或いは小
さく）形成してもよく、各異物捕獲腕３が先側半部において互いに接触する状態に並ぶ形
状に形成してもよい。
【００２２】
【発明の効果】
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本発明によれば、異物捕獲腕の途中の部分に形成された中間湾曲部が、シースの内周面に
当接することにより異物捕獲腕の先端部分を強制的に自由状態より大きく広げるように弾
性変形するので、広がり方向に十分な異物保持力を持続的に得ることができ、異物を途中
で落下させることなく確実に回収することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用異物回収具の使用状態の先端部分の側面断面図
である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡用異物回収具の先端部分の異物捕獲腕が自由状態
に突出した状態の側面断面図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡用異物回収具の先端部分の異物捕獲腕がシース内
に引き込まれた状態の側面断面図である。
【図４】本発明の第２の実施例の内視鏡用異物回収具の先端部分の異物捕獲腕がシース内
に引き込まれた状態の側面断面図である。
【図５】本発明の第３の実施例の内視鏡用異物回収具の先端部分の異物捕獲腕が自由状態
に突出した状態の側面断面図である。
【符号の説明】
１　シース
２　操作ワイヤ
３　異物捕獲腕
３ａ　中間湾曲部
３ｂ　先端部分
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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